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令和７年３月　観音寺市教育委員会第４回定例会会議録

 

 日　時 令和７年３月 31日（月） 

開会 14 時 10 分 

閉会 15 時 40 分

 場　所 観音寺市役所４階　防災対策室

 出席者 教育長　　　　　　　　十河　聖司 

教育委員　　　　　　　大久保　健二 

教育委員　　　　　　　茨木　孝治 

教育委員　　　　　　　宝田　恒治 

教育委員　　　　　　　石井　乃満 

 説明のため出席した者 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局

教育部長　　　　　　　中山　久城 

教育総務課長　　　　　高橋　真人 

学校教育課長　　　　　福岡　和信 

文化振興課長　　　　　山田　修二 

市民スポーツ課長　　　大谷　則雄 

学校給食課長　　　　　井上　淳　 

少年育成センター　　　石井　孝規 

教育センター　　　　　横山　謙治 

 

教育総務課長補佐　　　大井　健司

 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会 

日程第１　会議録署名委員の指名 

会議録署名委員に、茨木委員と石井委員を指名する。 

 

日程第２　前回会議録の承認 

２月定例会及び３月臨時会の会議録を承認する。 

 

日程第３　教育長報告 

はじめに、２月20日から本日までの主な行事についてはお示ししたとおりです。

何点かについて御説明いたします。 

まず、３月定例議会が３月３日から３月26日までの24日間の日程で開かれまし

た。議案や質問については、後に部長、各課長から説明させていただきます。 
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教育長 

教育部長及び 

各課長 

教育長 

 

２月26日、観音寺市長表彰式が行われました。この表彰は、全国規模の大会など

において上位３位相当以上の成績をおさめられた方を対象に表彰するものです。

本年度は、別添の資料にありますように、９つの大会などで上位入賞した12名が

表彰されました。 

同じく26日には、観音寺市部活動地域移行検討協議会を開きました。２月の定例

教育委員会で御説明いたしましたように、来年度から２年計画で「休日の部活動

を地域へ移行すること」、「中学校を大きく２つのチームに分けて活動の充実を

図ること」について説明をさせていただきました。そういった中で今後、各中学

校で保護者への説明を行うことや、種目ごとの具体的な計画の必要性などについ

て御意見を頂き、了解を得ました。引き続き、学校の現状や教職員の負担軽減、

これまでの学校部活動が担ってきた教育的な意義を踏まえて、地域の人的・物的

資源を活用しながら、地域移行、地域展開をしてまいります。 

３月13日、来年度より高瀬中学校夜間学級に通われる生徒の面接を行い、通学の

意思や、卒業後の意向などについて伺いました。 

３月14日、中学校の卒業式が、３月18日には小学校の卒業式が行われました。御

出席いたただいた、教育委員さん、部長さん、各課の課長さんにはお礼を申し上

げます。生徒指導面で心配な学校もありましたが、当日はすべての学校において、

落ち着いた、良い式が行われたと報告を受けております。 

３月17日、高瀬中学校夜間学級の卒業式がありました。現在、観音寺市からは３

名の生徒が在籍しており、うち１名が卒業生でした。当日は、卒業生の席には着

けなかったものの、保護者席で参加できました。式の終了後は、夜間学級の職員

や仲間に囲まれて無事卒業することができました。 

４月になりますと入学式が行われますので、御出席よろしくお願いします。 

３月21日には公立小中学校の人事異動発表がありました。臨時会のときには未定

でありました講師の任用状況ですが、現在、フルタイムのところを非常勤での任

用や学校の希望教科と異なる教科の配置であっても未配置の解消に努めている

ところですが、現在、小学校について、未配置で配置のめどが立っていない学校

はありません。中学校について、２校２名が現在未配置ですが、市教委としても

県教委と連携して配置に努めます。 

続いて、その他事項について御説明いたします。 

「令和７年度　学校教育の重点」について御説明いたします。 

（資料により説明） 

 

市議会報告 

観音寺市議会３月定例会について、教育部長より報告をお願いします。 

（部長及び各担当課長より３月市議会定例会について報告） 

 

日程第４　議案審議 

それでは議案の審議に入ります。 
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教育委員 

教育長 

 

学校教育課長 

教育長 

教育委員 

教育長 

 

 

学校給食課長 

教育長 

教育委員 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員 

教育長 

 

学校教育課長 

教育長 

教育委員 

教育長 

 

 

 

 

 

議案第 ７号　観音寺市立学校職員の服務に関する規則の一部を改正する規則

（案）について、議案第 ８号　観音寺市立学校の管理運営に関する規則の一部

を改正する規則（案）について、議案第 ９号　観音寺市教育委員会の権限に属

する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則（案）についての３議案

については、学校教育課に関する案件でありますので続けて説明させていただき

まして、一括で審議・承認をしていただこうと思いますがいかがでしょうか。 

異議なし。 

それでは、議案第７号、議案第８号、議案第９号について、事務局より説明をお

願いします。 

（議案第７号、議案第８号、議案第９号について資料により説明） 

御意見・御質問等いかがでしょうか。 

異議なし。 

議案第７号、議案第８号、議案第９号について承認します。 

次に、議案第10号　観音寺市学校給食費に関する規則（案）について、事務局よ

り説明をお願いします。 

（議案第10号について資料により説明） 

御意見・御質問等いかがでしょうか。 

異議なし。 

議案第10号について承認します。 

次に、議案第11号　観音寺市立学校に勤務する県費負担職員の自家用車の公務使

用に関する取扱規程の一部を改正する規程（案）について、議案第12号　観音寺

市認定こども園及び施設型給付の私立幼稚園（１号認定子ども）給食費補助金交

付要綱の一部を改正する要綱（案）について、議案第13号　観音寺市認定こども

園及び施設型給付の私立幼稚園（１号認定子ども）預かり保育料補助金交付要綱

の一部を改正する要綱（案）についての３議案については、学校教育課に関する

案件でありますので続けて説明させていただきまして、一括で審議・承認をして

いただこうと思いますがいかがでしょうか。 

異議なし。 

それでは、議案第11号、議案第12号、議案第13号について、事務局より説明をお

願いします。 

（議案第11号、議案第12号、議案第13号について資料により説明） 

御意見・御質問等いかがでしょうか。 

異議なし。 

議案第11号、議案第12号、議案第13号について承認します。 

次に、議案第14号　観音寺市学校給食施設整備等検討庁内会議設置要綱を廃止す

る要綱（案）について、議案第15号　観音寺市学校給食献立委員会設置要綱（案）

について、議案第16号　観音寺市学校給食物資選定委員会設置要綱（案）につい

て、議案第17号　観音寺市学校給食物資納入業者の登録等に関する要綱（案）に

ついての４議案については、学校給食課に関する案件でありますので続けて説明
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教育委員 

教育長 

 

学校給食課長 

教育長 

教育委員 

教育長 

 

 

教育部長 

教育長 

教育委員 

教育長 

 

 

 

 

教育委員 

教育長 

市民スポーツ科長 

教育長 

教育委員 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

教育長 

 

教育委員 

 

教育長

させていただきまして、一括で審議・承認をしていただこうと思いますがいかが

でしょうか。 

異議なし。 

それでは、議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号について、事務局

より説明をお願いします。 

（議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号について資料により説明） 

御意見・御質問等いかがでしょうか。 

異議なし。 

議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号について承認します。 

次に、議案第18号　観音寺市教育委員会事務局職員の人事発令について、事務局

より説明をお願いします。 

（議案第18号について資料により説明） 

御意見・御質問等いかがでしょうか。 

異議なし。 

議案第18号について承認します。 

次に、議案第19号　観音寺市スポーツ推進委員の委嘱について、議案第20号　観

音寺市立総合体育館条例施行規則の一部を改正する規則（案）については、市民

スポーツ課に関する案件でありますので続けて説明させていただきまして、一括

で審議・承認をしていただこうと思いますがいかがでしょうか。 

異議なし。 

それでは、議案第19、議案第20号について、事務局より説明をお願いします。 

（議案第19号、議案第20号について資料により説明） 

御意見・御質問等いかがでしょうか。 

異議なし。 

議案第19号、議案第20号について承認します。 

 

次に、その他事項について事務局より説明をお願いします。 

（令和７年度西部教育事務所「要請による学校訪問」日程（案）について） 

（令和７年度要保護及び準要保護児童生徒認定人員について） 

 

次回会議は、令和６年４月25日（金）13時30分より行います。 

 

閉会挨拶 

 

閉会


